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入 札 公 告（入札後審査型・個別事項）

下記の委託業務について、制限付き一般競争入札（入札後審査型）を行うので、公告する。この委託業務

の入札執行等については、関係法令に定めるもののほか、本公告及び入札公告（入札後審査型・共通事項）

により行うものとする。

１－１ 公 告 日 令和６年９月９日

１－２ 入札執行者 地方独立行政法人静岡県立病院機構 理事長 田中 一成

１－３ この入札に関する契約条項を示す場所及び事務を担当する機関（以下「契約条項を示す場所」と

いう。）

〒420－8527 静岡市葵区与一４丁目１番１号

静岡県立こころの医療センター総務経営課経営係

電話番号 054－271－1135（内線 216）

E-Mail kokoro-keiei@shizuoka-pho.jp

１－４ 業務内容等

１－５ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

静岡県における建設関連業務委託競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をす

べて満足していることについての確認を受けた者であること。

入札番号 こ医総第 52 号

業務名 令和６年度

静岡県立こころの医療センター北３病棟改修工事基本・実施設計業務委託

施行箇所 静岡市葵区与一 地内

業務概要等 既存病棟を改修し、個室化をするための基本・実施設計業務一式

期 間 契約締結の翌日から令和７年３月 28 日限り

条 件 左記の詳細

①静岡県建設関連業務委託競

争入札参加資格の認定業種
建築関係建設コンサルタント業務

②建設関連業務委託の競争入

札参加者の総合点数
条件なし

③本社、営業所の所在地 条件なし

④技術職員数 一級建築士３人以上（ただし、二級建築士２人をもって一級建築士１人と

みなせる。）を有すること。

⑤同種業務の実績 平成 21 年４月１日以降に、病院※における精神科病棟の設計業務（新築、

増築又は居ながら改修）を元請けとして受注し、完了した実績があること。

（ただし、完成引渡しが済んでいるものに限る。）

※ 病院とは、以下のいずれかを満たすもの指す。

(1) 精神病床としての許可病床数が 270 床以上の病院。

(2) 全体の許可病床数が 700 床以上で、内科、外科、産婦人科、眼科及

び耳鼻いんこう科の診療科を持つ病院。

⑥右に掲げる基準を満たす建

築士又は建築設備士を当該業

務に配置できること

配置予定管理技術者

・一級建築士の資格を有すること。

・地方独立行政法人静岡県立病院機構業務委託約款（建築設計）第 10 条第

１項に定める管理技術者であること。
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１－６ 入札日程

・入札執行日以前に当該入札参加者の組織に属していること。

・主任担当技術者を兼任しないこと。

配置予定主任担当技術者

・入札執行日以前に当該入札参加者の組織に属していること。

⑦その他の条件 入札公告（入札後審査型・共通事項）（以下「共通事項」という。）２－１

記載のとおり

入札前の入札参加

資格の確認申請書

（以下「申請書」）の

提出

公告の日の翌日から令和６年９月 17 日（火）の午前９時から午後

５時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く）。ただし、最終日は午

後３時まで。

・申請書（様式第１号）は、各２部（正本１部、副本１部）及び長

３号封筒（簡易書留料金を含む切手 434 円貼付）を併せて契約条

項を示す場所に持参又は郵送。

※ 郵送の場合は、期日必着とする。

入札後審査型・

共通事項２－２

入札参加資格の確

認通知
令和６年９月 18 日（水）に郵送により通知する

入札前の参加資格

確認で資格がない

と認められた者の

請求期限

通知を受けた日から令和６年９月 24 日（火）まで（土曜日、日曜

日及び祝日を除く）

入札後審査型・

共通事項２－４

上記の回答期限 令和６年９月 26 日（木）まで
入札後審査型・

共通事項２－４

設計書及び図面（以

下「設計図書等」と

いう。）の交付

公告の日から令和６年９月 26 日（木）の午前９時から午後５時ま

で（土曜日、日曜日及び祝日を除く）。ただし、最終日は午後３時

まで。

・図面：契約条項を示す場所にて閲覧及び貸出

・図面以外の設計図書：静岡県立こころの医療センターホームペ

ージに掲示

入札後審査型・

共通事項２－３

設計図書等に対す

る質問受付期間

公告の日の翌日から令和６年９月 19 日（木）午後３時まで（土曜

日、日曜日及び祝日を除く）

様式第２号により、電子メールで提出すること（電子メール送信

後、電話にて受信の確認を行うこと）。

入札後審査型・

共通事項２－３

上記の回答書縦覧

等の期間

令和６年９月 24 日（火）から令和６年９月 26 日（木）まで。回

答は静岡県立こころの医療センターホームページに掲載する。

入札後審査型・

共通事項２－３

入札日時

入札場所

入札書等の提出

令和６年９月 27 日（金）午前 10 時 00 分

静岡県立こころの医療センター管理診療棟２階講義室

・入札書（様式第３号）、委任状（代理人の場合、様式第４号）、

入札参加資格確認通知書の写し

・見積書（不調随意契約用）

様式は、建設工事等競争契約入札心得様式第２号を準用する

こと。

入札後審査型・

共通事項２－

５、２－６

入札後に行う入札

参加資格確認資料

の提出

開札の日から令和６年 10 月１日（火）まで（土曜日、日曜日及び

祝日を除く）（次順位者以降の者の期日は別途指示する。）の午前

９時から午後５時まで。ただし、最終日は午後３時まで。（静岡県

立こころの医療センター総務経営課経営係に持参すること。）

入札後審査型・

共通事項２－２
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１－７ その他

入札後の参加資格

確認で資格がない

と認められた者の

請求期限

通知を受けた日から令和６年 10 月７日（月）まで（土曜日、日曜

日及び祝日を除く）（次順位者以降の者の期日は別途指示する）の

午前９時から午後５時まで。ただし、最終日は午後３時まで。（契

約条項を示す場所に持参すること。）

入札後審査型・

共通事項２－４

上記の回答期限 令和６年 10 月 11 日（金）まで
入札後審査型・

共通事項２－４

低入札価格調査制度による調査基準価格の設定 調査基準価格の設定 無

前払金 業務委託料の 30％以内

契約書作成 要

業務工程表の提出 要

業務代理人及び主任技術者の氏名の通知 書面
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入 札 公 告（入札後審査型・共通事項）

２－１ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

静岡県における建設関連業務委託競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて

満たしていること。

２－２ 入札参加資格の確認

（1）この入札の参加希望者は、入札参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）を作成のうえ提出し、

入札前に入札参加資格の基本的な確認を受けなければならない。また開札の結果、落札候補者にな

った者は、入札後に入札参加資格確認資料（以下「資料」という。）を提出し、入札参加資格の詳細

な確認を受けなければならない。

（2）申請書及び資料の提出は紙媒体による提出とする。

（3）入札参加資格の確認等

地方独立行政法人静岡県立病院機構契約事務取扱規程第３条第１項、第３項及び第４項の規定に該当し

ない者であること。

静岡県における建設関連業務委託競争入札参加資格の認定を受けていること。（認定業種は入札公告（入

札後審査型・個別事項）に記載）

入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出期限の日から落札決定までの期間に､静岡県

工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱（平成元年８月 29 日付け管第 324 号）に基づく入札参加

停止を受けていないこと。

会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続き開始の申立てが成されている者（更生手続開

始の決定を受けて いる者を除く。）又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続き開

始の申立てが成されている者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。

次のアからキのいずれにも該当しないこと。

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77 号。以下「法」という。）第

２条第２号に該当する団体（以下「暴力団」という。）

イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等（法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」とい

う。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）である者

ウ 法人の役員等（法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。）が暴

力団員等である者

エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団

又は暴力団員等を利用している者

オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力

団の維持運営に協力し又は関与している者

カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者

キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約そ

の他の契約を締結している者

入札参加資格確認

基準日
申請書の提出期限の日

申請書 様式第１号

入札前に行う入札

参加資格の確認

提出期限までに申請書を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者

は、本入札に参加することができない。

入札後に行う入札

参加資格の詳細な

確認

落札候補となった者は、指定する期日までに以下の資料（添付資料含む）を作

成のうえ、指定する日時までに入札参加資格確認資料を契約条項を示す場所へ

提出すること。

１ 同種業務の実績（様式第５号）（入札参加条件の場合）
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・ 申請書及び資料の作成及び申込に係る費用は、提出者の負担とする。

・ 入札執行者は、提出された申請書及び資料を入札参加資格の確認以外に、提出者に無断で使用しない。

・ 提出期限後における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。

・ 提出された申請書及び資料は、返却しない。

・ 提出された申請書及び資料は、公表しない。

・ 申請書及び資料に用いる言語は日本語とする。

２－３ 設計図書等について

２ 配置予定技術者等の資格・業務経験（様式第６号）

同種業務の実績の

確認（参加条件の

場合）

○ 同種業務の実績を確認できる書類を添付すること。

・ 同種業務の実績として記載した業務に係る契約書の写しまたは発注機関の

発注証明書

・ 業務カルテ（TECRIS）に登録済みのときは、業務カルテの写し

（上記に加え、当該業務の概要が記された設計図書の写し等が必要な場合は、

入札公告（入札後審査型・個別事項）１－５に記載）

配置予定技術者等

の資格・業務経験

の確認（参加条件

の場合）

様式第６号に１－５に掲げる資格があることを的確に判断できる配置予定の

技術者の資格及び同種の業務経験を記載すること。この場合、配置予定の技術

者として複数の候補技術者を記載することができる。また、他の業務に配置さ

れている技術者が、従事している業務の完了等により本業務に確実に配置でき

る見込みがある場合は、当該技術者を配置予定技術者として記載することがで

きる。また、技術者の専任を求める入札参加条件の場合で、同一の技術者を重

複して複数業務の配置予定の技術者とする場合において、他の業務を落札した

ことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった場合や確認基準

日の入札書の提出日において、従事している業務が未完了等により、配置を見

込んでいた技術者を配置できなくなった場合は、競争参加資格の確認の申請を

した者は、直ちに当該申請の取下げを行うこと。

○ 配置予定技術者の資格、雇用関係を証するものとして以下の書類を添付す

ること。

・ 法令による免許については、免許を証する書面の写し

・ 当該技術者との雇用関係を証する書面（健康保険被保険者証、市区町村

が作成する住民税特別徴収税額通知書等）の写し

・ 自社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者であることを証明する

ものの写し

○ 同種業務の実績を確認できる書類を添付すること。

・ 同種業務の実績として記載した委託業務に係る契約書の写しまたは業務

カルテ（TECRIS）の写し

（上記に加え、当該業務の概要が記された設計図書の写し等が必要な場合は、

入札公告（入札後審査型・個別事項）１－５に記載）

入札参加資格の状

況

様式第７号に入札参加資格の状況（県内に営業所があることを条件とする場

合）を記載すること。

本社、営業所の所

在地

静岡県内に本社、支社、営業所があることを証する書類（県内に本社、営業所

等があることを条件とする場合）を提出

入札参加資格 有効な「建設関連業務入札参加資格の審査結果」通知の写し

交付等の方法 入札公告（入札後審査型・個別事項）に記載

質問 様式第２号により、電子メールで提出すること。

質問に対する回答 静岡県立こころの医療センターホームページで掲示する。
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２－４ 入札前の参加資格確認において、入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明

入札参加資格がないと認められた者は、入札執行者に対して入札参加資格がないと認めた理由につい

て、説明を求めることができる。

２－５ 入札執行の場所等

２－６ 開札等

入札参加資格がないと認められた者の請求方法等 日本語の書面（様式自由）を持参する。

発注者の回答方法 契約条項を示す場所で書面により回答する。

入札の場所 入札公告（入札後審査型・個別事項）に記載

入札の方法 開札日時に入札公告（入札後審査型・個別事項）に記載の場所に以下の書類を持参し提

出すること。

・ 入札書（様式第３号）、委任状（代理人の場合、様式第４号）、入札参加資格確認

通知書の写しを提出すること。

その他

注意事項

① 郵送による入札は認めない。

② 入札書及び入札参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを提出するこ

と。なお代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。

③ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相

当する金額を入札書に記載すること。

④ 入札執行回数は、２回を限度とする。１回目の入札が不調に終わった場合、２回

目の入札は当日執行するので準備しておくこと。２回目で入札予定価格を上回った

場合は、最低入札価格者と随意契約に移行するので、見積書を準備しておくこと。

開札 静岡県立こころの医療センターにおいて、入札事務に関係のない病院職員を立ち会わ

せて行うか、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。

入札の無効 本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者

のした入札並びに建設工事等競争契約入札心得（以下「入札心得」という。）及び現場

説明書（現場説明を行う場合）において示した条件等入札に関する条件に違反した入札

は、当該入札を無効とする。

なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、入札後に行う入札参加資格

の詳細な確認において入札参加資格がないと確認された者や、落札候補者が入札日以

降落札決定までの間に、静岡県工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱（平成元

年 8月 29 日付け管第 324 号）に基づく入札参加停止を受けた場合には、当該落札候補

者のした入札は無効とする。

落札者の

決定方法

① 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札

候補者とする。

② 入札後に落札候補者から提出された入札参加資格確認資料を審査し、その結果、参

加資格要件を満たしていると確認した場合は、当該落札候補者を落札者として決定

する。参加資格要件を満たしていないと確認した場合は、当該落札候補者が行った入

札を無効とした上で、次順位者を落札候補者とし、入札参加資格確認資料の提出を求

める。なお、落札者が決定するまで順次同様の手続きを行うものとする。
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２－７ その他

入札保証金

及び契約保

証金

① 入札保証金 免除。

② 契約保証金 納付(契約金額の 100 分の 10 以上)。ただし、利付国債若しくは地方

債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代

えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険

契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。

契約書の作

成
① 契約の締結に当たっては、契約書を作成しなければならない。

暴力団員等

又は暴力団

関係業者に

よる不当介

入を受けた

場合の措置

① 本業務の受注者は暴力団員等又は暴力団関係業者による不当介入を受けた場合

は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に

通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

② ①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速や

かに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。

③ 受注者は暴力団員等又は暴力団関係業者により不当介入を受けたことから工程に

遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

その他 ① 入札参加者は、入札心得及び契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。

② 落札者は、様式第６号に記載した配置予定技術者を、当該業務に専任で配置する

こと。（専任の配置技術者を入札参加条件としている場合）

③ 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

④ １－５ に掲げる競争入札参加資格の認定を受けていない者も申請書及び資料を提

出することができるが、競争に参加するためには、当該資格の確認を受け、かつ、

競争入札参加資格の認定を受けなければならない。

⑤ 落札決定後に静岡県工事請負契約等に係る入札参加停止措置要綱（平成元年８月

29 日付け管第 324 号）に基づく入札参加停止措置があった場合の取扱いについて

は、以下のとおりとする。

ア 落札決定後から契約締結までの間に落札者が静岡県から入札参加停止措置を受

けたときは、当該落札決定を取り消すことがある。

イ アにより契約を締結しない取扱いとした場合については、静岡県立こころの医

療センターは一切の損害賠償の責めを負わないものとする。

⑥ その他詳細不明の点については、契約条項を示す場所及び事務を担当する機関へ

連絡すること。


